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１【提出理由】

　2025年6月27日開催の当社第164回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第

4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであ

ります。

 
２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

　2025年6月27日

 

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案　剰余金の配当の件

① 配当財産の種類

金銭

② 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金55円　総額2,273,804,115円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月30日

 
第2号議案　取締役10名選任の件

取締役として、服部真二、高橋修司、内藤昭男、関根淳、米山拓、遠藤洋一、齊藤昇、小堀秀毅、魚谷雅彦

および漆紫穂子の10名を選任する。

 
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決される

ための要件並びに当該決議の結果

 

決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議の結果

（賛成の割合）

第1号議案 354,927 10,903 0 可決（96.91％）

第2号議案     

　服部　真二 329,446 36,252 148 可決（89.95％）

　高橋　修司 328,939 36,759 148 可決（89.81％）

 内藤　昭男 353,030 12,817 0 可決（96.39％）

 関根　淳 352,995 12,852 0 可決（96.38％）

　米山　拓 353,025 12,822 0 可決（96.39％）

 遠藤　洋一 353,022 12,825 0 可決（96.39％）

　齊藤　昇 354,111 11,736 0 可決（96.68％）

　小堀　秀毅 354,045 11,802 0 可決（96.66％）

　魚谷　雅彦 354,078 11,769 0 可決（96.67％）

　漆 紫穂子 354,108 11,739 0 可決（96.68％）
 

　（注）1．各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

 第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

 第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、

 出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

　（注）2．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

 当該株主総会に出席した株主の議決権の数（当該株主総会の前日までの事前行使分および当日

 出席のすべての株主分）に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関し

 て賛成が確認できた議決権数の割合であります。
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  （4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　当該株主総会の前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた

ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当該株主総会当日出席

の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

 
以上
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